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平成２４年の新年にあたり一言御挨拶を申し上げます。 

 

昨年３月１１日の東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波により発生した東京電力株

式会社福島第一原子力発電所の事故により、今なお多数の方が避難生活を余儀なくされて

いることを重く受け止め、多くの方に大変な苦痛、御心配をおかけしていることについて

深くお詫び申し上げます。昨年末には政府の事故調査検証委員会から中間報告が公表され、

原子力安全・保安院がこのような事故を防げなかったことや事故対応に際して不十分であ

ったことなどについて、厳しい指摘が行われました。これらの指摘については原子力安全・

保安院として真摯に受け止め、教訓として示されている点については、必要な対応を行い、

また現在、内閣官房を中心に行われている新たな原子力安全規制及び原子力防災体制の検

討にも反映されるよう、努力してまいりたいと存じます。 

 

東京電力福島第一原子力発電所の事故については、「事故の収束に向けた道筋」において

定めた方針に沿って関係者が一丸となって取り組みを進めて参りました。そして、昨年末

に原子炉圧力容器下部の温度が１００度を下回り、格納容器からの放射性物質の放出が抑

制されていることを確認しました。また、汚染水を処理して循環利用することにより、汚

染水の増加を抑制しながら、安定的に原子炉の冷却を行うことが可能であること、余震や

津波などに際しても、速やかな復旧が行えるような備えがなされていることを確認しまし

た。 

 

これにより、同発電所については「冷温停止状態」に達し、道筋の「ステップ２」を完

了したことを政府の原子力災害対策本部に報告いたしました。ステップ２の達成に当たっ

ては、現場で働く皆様を始め、多くの皆様の大変なご努力があったものと、心より感謝を

申し上げたいと思います。しかしながら、設備には仮設の部分も多く、今後とも安定的な

冷却と放射性物質放出の管理が行われ、継続的に設備等の改善がなされていくことが必要

です。同発電所の安定が、地域の復興の大前提にもなるとの認識を持って、東京電力の施

設運営について、原子力安全・保安院として、今後とも厳しく確認を行うことといたしま

す。 

 

また、東京電力福島第一原子力発電所の事故がこれで終わったものではないことは言う

までもありません。今後は本格的な除染の実施による環境回復が最重要課題であります。

さらに発電所の廃止措置を着実に進めていく必要があります。原子力発電所の廃止措置に



 

向けた作業については、炉内に残る溶融して破損した核燃料物質を取り出し、廃止措置を

終えるまでの工程を示す「中長期ロードマップ」が策定されたところであります。廃炉ま

でには長期の期間を要しますが、原子力安全・保安院としては、その工程が安全確実に進

められるよう、規制機関として必要な確認を進めていくこととしております。 

 

現存している原子力施設の安全性の確認についても取り組まなくてはなりなせん。国内

に存在する原子力発電所等に対しては、今回の事故と同様の地震、津波に襲われた場合に

必要とされる冷却機能等の確保について、緊急安全対策の指示を行い、昨年５月に実施を

確認しました。さらに、昨年７月には、内閣官房長官、経済産業大臣、原子力発電所事故

収束担当大臣が国内に存在する原子力施設の総合的安全評価、いわゆるストレステストの

実施について方針が示されており、今回の事故と同様の地震、津波や全電源喪失などの事

態に対応できる安全上の余裕があるかどうかを確認する作業を実施しております。今後、

IAEA などのレビューを受け、原子力安全・保安院としての考え方をとりまとめ、各方面に

説明を行うこととしております。 

 

原子力安全・保安院としては、可能な限り事故を分析し教訓を導き出すことにより、今

後の規制面での対応に役立てるべく、外部専門家の方の意見も伺いながら、技術的な検討

作業を進めて参りました。また、地震・津波の影響評価についても現在解析作業などを行

い、今回の地震、津波による施設への影響について、評価作業を行うとともに、中断して

いた耐震、津波のバックチェック作業についても、今回の地震による新たな知見を踏まえ

た評価作業を再開しております。こうした作業結果については、国内外に情報提供するこ

ととしております。 

 

本年後半には、我が国においてＩＡＥＡとの共催で原子力安全に関する国際会議の開催

が予定されています。国際的にも最大限の透明性を確保しつつ、このような国際的な知見

の共有を通じ、世界の原子力安全向上することが、今回の事故を経験し、また諸外国から

多くの支援をいただいた我が国の責務であると考えます。 

 

産業保安分野においても、東北地方太平洋沖地震により、コンビナート火災の発生、大

規模な停電、ガスや熱供給の停止、休廃止鉱山における集積場の流出などの事故等が発生

しました。他方、例えば、都市ガスの供給では、事業者の方々の日頃の保安確保、災害対

応に関する御努力等により過去の震災に比べ、被害の発生率は減少しており、また復旧速

度も速まりました。産業保安分野全体においても、さらなる安全の確保を目指しており、

また、地震・津波対策のあり方について専門家の委員の方々による審議が必要な事項につ

いては、今回の地震によって実際に発生した被害を踏まえた検討を進めてまいります。ま

た、再生可能エネルギーの重要性が高まるなか、規制改革や制度改正への要望が増加して

おります。原子力安全・保安院としては、安全を大前提としながらも、技術の進展や社会



 

情勢の変化などを踏まえ、科学的・合理的な観点から規制のあり方を不断に見直し、検討

を進めてまいります。 

 

原子力安全規制に関する組織については、現在、原子力安全庁（仮称）の設立準備が進

められているところであります。原子力安全については一日たりともおろそかにすること

は出来ません。原子力安全・保安院としては安全規制の確実な実施に最大限努力するとと

もに、国民から信頼される新しい規制体制の発足が円滑に行われるよう最大限努力をして

まいります。 

 

最後になりますが、皆様の安全と御多幸を祈念し、新年の御挨拶とさせていただきます。 

 

 

 


